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中学生が参加可能な
地域クラブへの登録

（１）市が示す地域クラブ活動団体の定義・要件を満たしていること（裏面参照）
（２）市のホームページに公表している団体であること
（３）市内に居住・在勤または在学する１８歳以上の成人の責任者がいること
（４）登録メンバーが次の要件を満たしている団体であること
　　　①市内公立中学校に在学する生徒が１人以上参加していること
　　　②傷害保険に加入していること
　　　③指導者は、県または市が主催する地域クラブを対象とした指導者研修を
　　　　受講していること（指導者全員が計画的に受講すること）
（５）国及び県のガイドラインを遵守し、特に１日の活動時間は、部活動に準じて
　　　平日は２時間、休日は３時間程度としていること

お問合せ

貸出曜日
　・時間

市が管理する中学校の体育施設
　   体育館・グラウンド・武道場（トレーニングルーム）・テニスコート

登録申込

規約
役員名簿、指導者名簿（研修歴）
活動者名簿

必要書類

対象施設

登録要件

次の登録要件を満たす、市内で活動する中学生が参加している地域クラブ対象団体

休日の中学校体育施設利用に関するお知らせ休日の中学校体育施設利用に関するお知らせ

　本市では「令和８年度から休日の部活動を行わない」方針とし、休日は中学生が主体的に地域の
スポーツ・文化団体等の活動に参加できるよう関係団体等と連携しながら取組を進めています。
　こどもたちの活動機会を確保するために「令和８年４月から」休日に部活動で使用していた体育
施設は中学生が参加している地域クラブの利用を優先とさせていただきます。

休日（土曜・日曜・祝日）
８：３０～１８：３０（①8：30～11：30 ②12：00～15：00 ③15：30～18：30）

　　＊学校行事等がある場合を除く
　　＊基本的に祝日は、土日の利用団体が利用

必要書類をご準備のうえ、WEBでお申込みください
詳しくは、市ホームページをご覧ください

令和８年４月スタート

利用可能施設は、市ホームページに公表します
貸出は、１団体につき、土または日の１回とします。

そ の 他

地域展開に関する
市ホームページ

優先利用に関する市HP

http://#
http://#
http://#


地域クラブ活動団体の定義・要件 

事項 要件・確認事項 

活動の目的 

理念 

・生徒の豊かで幅広い活動機会の保障 

・参加者の選抜等をしない 

活動時間 

休養日 

・平日は１日２時間、休日は１日３時間程度 

・週２日以上（休日だけ活動する場合は週１日以上）の休養日を設定 

会費 
・活動の維持・運営に必要な範囲で可能な限り低廉な会費を設定 

 （地域クラブの月謝（参加費）は５，０００円以内が望ましい） 

指導体制 
・指導者は、県または市が主催する地域クラブを対象とした指導者研

修を受講していること（指導者全員が計画的に受講すること） 

安全確保 

・生徒の健康状態の把握に努め、気温等の環境を考慮した適切な活動

の実施 

・緊急時の連絡体制整備、事故等が発生した場合の連絡体制及び責任

関係等の明確化 

・怪我等を補償する保険及び個人賠償責任保険への加入（参加、指導

者等） 

運営体制 

・関係法令の遵守、規約等の作成・公表、公正かつ適切な会計処理及

び関係者への情報開示 

・営利を主たる目的とせず、大会等に参加する場合は運営への積極的

な協力 

学校等との連携 
・活動方針やスケジュール、生徒の活動状況等に関する情報共有 

・学校施設の活用や教職員の兼職兼業に当たっての適切な連絡調整 


